
   令和７年度東海市小規模企業等振興資金等信用保証料補助金交付要綱 

   

 （目的） 

第１条 この要綱は、県の定める小規模企業等振興資金融資制度要綱（昭和６０年６

０商金第６６号。以下「県の要綱」という。）の規定に基づき小規模企業等振興資金

の融資を受けた中小企業者、中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号。以

下「法」という。）第２条第５項第５号の規定に基づく市長の認定を受けた中小企業

者で愛知県経済環境適応資金融資制度のサポート資金（セーフティネットに限る。）

（以下「セーフティネット」という。）の融資を受けたもの及び当該制度の創業等支

援資金の融資を受けた中小企業者等が負担すべき信用保証料の負担を軽減するため

補助金を交付し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる中小企業者等は、当該年度に本市におい

て受けた小規模企業等振興資金の融資に係る信用保証料、法第２条第５項第５号の

規定に基づく市長の認定を受けた中小企業者のうちセーフティネットの融資に係る

信用保証料又は創業等支援資金の融資に係る信用保証料を支払ったもので、市税を

完納したもの（旧債の借換えを目的とする場合にあっては、借換えの対象となる融

資残高が借入決定時の融資額の２分の１以上返済されているもの）とする。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、次の各号に掲げる小規模企業等振興資金、セーフティネット

又は創業等支援資金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額（１００円未満の

端数は切り捨てる。）とする。ただし、その額が１２万円（第３号にあっては、１

０万円。以下この条において同じ。）を超えるときは、１２万円とする。 

  県の要綱第８第１号に規定する通常資金 当該資金の融資に係る信用保証料の

１００分の６０に相当する額 

  県の要綱第８第２号に規定する小口資金又は同要綱第８第３号に規定する災害

復旧資金 当該資金の融資に係る信用保証料の１００分の８０に相当する額 

  セーフティネット 当該資金の融資に係る信用保証料 

  創業等支援資金 当該資金の融資に係る信用保証料 

 （補助金の交付申請） 



第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、小規模企業

等振興資金、セーフティネット又は創業等支援資金の融資を受けた日から起算して

３０日を経過した日又は令和８年３月３１日のいずれか早い日までに補助金交付申

請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必

要がないと認めたときは、当該書類の添付を省略することができる。 

  市税の完納証明書 

  取扱金融機関証明書 

  保証協会からの信用保証決定通知書（セーフティネット又は創業等支援資金の

融資を受けた場合に限る。） 

（補助金の変更申請） 

第５条 前条の申請内容に変更を生じたときは、速やかに補助金変更交付申請書を市

長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定及び通知） 

第６条 市長は、前２条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認め

るときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

 （補助金の支払） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金

を支払うものとする。 

２ 前項の規定による補助金の支払は、申請者が指定した申請者名義の口座への振込

みにより行うものとする。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若

しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させる

ことがある。 

  この要綱又は交付決定に付けた条件に違反したとき。 

  提出書類に虚偽の事項を記載し、又は融資に関し不正の行為があったとき。 

附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 

 


